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思いやりと交流で創る   新生文化都市
SHIMOTSUKE-CITY

●
利
子
補
給
対
象
者

〔
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
す
方
〕

 

・
東
日
本
大
震
災
で
市
内
に

お
住
ま
い
の
住
宅
に
被
害
を
受

け
、
自
ら
居
住
す
る
た
め
に

住
宅
を
補
修
ま
た
は
建
築
、

購
入
す
る
方

 

・
住
宅
の
被
害
が
半
壊
ま
た

は一
部
損
壊
で
「
り
災
証
明
」

が
交
付
さ
れ
て
い
る
方
（
住
宅

に
は
、
賃
貸
し
て
い
る
住
宅
、

納
屋
・
塀
・
カ
ー
ポ
ー
ト
等
は

含
み
ま
せ
ん
。）

 

・
住
宅
が
全
壊
・
大
規
模
半

壊
等
で
、
被
災
者
生
活
再
建

支
援
制
度
に
基
づ
く
支
援
金
の

交
付
対
象
に
な
って
い
な
い
方

●
利
子
補
給
対
象
資
金

　

住
宅
金
融
支
援
機
構
、民
間

金
融
機
関
等
の
被
災
者
向
け

住
宅
融
資
資
金
等

●
利
子
補
給
対
象
融
資
限
度
額

　

1
0
0
万
円
以
上
5
0
0

万
円
以
下

●
利
子
補
給
率

　

融
資
残
高
の
年
２
％
以
内

●
利
子
補
給
期
間

　

借
入
か
ら
５
年
間

●
制
度
実
施
期
間

　

平
成
23
年
度
か
ら
平
成
25

年
度
ま
で
の
3
年
間

●
受
付
開
始
日

　
６
月
１
日（
水
）か
ら

●
そ
の
他

　

東
日
本
大
震
災
で
家
屋
が

損
壊
し
、す
で
に
金
融
機
関
か

ら
融
資
を
受
け
て
い
る
場
合
も

対
象
に
な
り
ま
す
。

　

制
度
の
詳
細
に
つい
て
は
、都

市
計
画
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　

都
市
計
画
課☎(

48
）2
1
1
4

　

商
店
や
会
社・宅
配
便
等
の
取

引
用（
営
業
用
）及
び
病
院
・
学

校・保
育
所
等
の
証
明
用
に
使
用

し
て
い
る
は
か
り
は
、計
量
法
で

定
め
ら
れ
て
い
る
定
期
検
査（
２

年
に
１
度
）を
受
け
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

下
野
市
に
お
け
る
検
査
の
日

程
は
次
の
と
お
り
で
す
。最
寄
り

の
会
場
で
必
ず
受
け
て
く
だ
さ

い
。こ
の
検
査
を
受
け
な
い
は
か

り
は
、取
引
・
証
明
に
使
用
で
き

な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

●
定
期
検
査
実
施
日

 

・ 

６
月
13
日（
月
）、14
日（
火
）

　

下
野
市
テ
ー
マ
館（
花
の
木
）

 

・
６
月
15
日
（
水
）

　

国
分
寺
庁
舎
東
車
庫

 

・
６
月
16
日
（
木
）

　

南
河
内
庁
舎

●
受
付
時
間

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

　
（
正
午
か
ら
午
後
１
時
は
除
く
）

●
問
い
合
わ
せ
先

　

商
工
観
光
課

　

☎（
48
）２
１
１
２

　

栃
木
県
計
量
検
定
所

　

☎
０
２
８（
６
６
７
）９
４
２
５

被
災
住
宅
再
建
等
利
子

補
給
制
度
を
創
設
し
ま
し
た

被
災
住
宅
再
建
等
利
子

補
給
制
度
を
創
設
し
ま
し
た

は
か
り
の
定
期
検
査

実
施
に
つ
い
て

　

市
で
は
、東
日
本
大
震
災
で
お
住
ま
い
の
住
宅
に
被
害
を
受

け
た
方
が
、銀
行
な
ど
か
ら
融
資
を
受
け
て
住
宅
の
補
修
な
ど

の
再
建
を
行
な
う
場
合
に
、初
期
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、返

済
利
子
の一部
を
助
成
す
る
制
度
を
創
設
し
ま
し
た
。

●
相
談
員

　

栃
木
県
豊
か
な
住
ま
い
づ
く

り
協
議
会
会
員（
建
築
士・増
改

築
相
談
員
等
）

●
事
前
予
約

　
（
社
）栃
木
県
建
築
士
会

　

☎
0
2
8（
6
3
9
）3
1
5
0

●
問
い
合
わ
せ
先

　
栃
木
県
県
土
整
備
部
住
宅
課

　
☎
0
2
8（
6
2
3
）2
4
8
4

　

下
野
市
都
市
計
画
課

　

☎（
48
）2
1
1
4

　

県
で
は
、こ
の
度
の
地
震
に
よ

り
被
災
さ
れ
た
住
宅
に
関
し
て
、

建
築
士・増
改
築
相
談
員
な
ど
建

築
関
係
専
門
の
相
談
員
に
よ
る

巡
回
住
宅
相
談
会
を
開
催
し
ま

す
。

　

相
談
料
は
無
料
で
す
が
、事
前

予
約
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、お
車
で
ご
来
場
の
方
で
、

相
談
員
の
送
迎
が
で
き
る
場
合

に
は
、現
地
で
の
相
談
に
も
対
応

し
ま
す
の
で
、お
申
し
込
み
の
際

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

予
約
は
先
着
順
と
な
り
ま
す

の
で
、予
約
の
状
況
に
よ
って
は
お

受
け
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。

●
日　

時

　

6
月
17
日（
金
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
4
時

   （
正
午
〜
午
後
1
時
を
除
く
）

●
場　

所

　

下
野
市
役
所　
南
河
内
庁
舎

　

別
館
第一会
議
室

●
相
談
内
容

　

被
災
さ
れ
た
住
宅
に
関
す
る

相
談
等 巡

回
住
宅
相
談
会
の
お
知
ら
せ

被
災
者
向
け


